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東海市条例第１３号 

 

   東海市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例 

 

東海市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和４４年東海市

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１市長の項中「１，０７６，０００円」を「１，０８８，０００円」に改め、

同表副市長の項中「８８３，０００円」を「８９３，０００円」に改め、同表教育長

の項中「８３２，０００円」を「８４２，０００円」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


